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無 線 設 備 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ） の 一 部 を 改 正 す る 省 令 

 ○ 無 線 設 備 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ）                     （ 下 線 部 が 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現 行 

  

目 次 目 次 

第 一 章 ～ 第 三 章 （ 略 ） 第 一 章 ～ 第 三 章 （ 同 上 ） 

第 四 章 業 務 別 又 は 電 波 の 型 式 及 び 周 波 数 帯 別 に よ る 無 線 設

備 の 条 件 

第 四 章 （ 同 上 ） 

第 一 節 ～ 第 四 節 の 二 十 七 （ 略 ） 第 一 節 ～ 第 四 節 の 二 十 七 （ 同 上 ） 

第 四 節 の 二 十 八 時 分 割 ・ 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 広 帯 域

移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 無 線 局 の 無 線

設 備 （ 第 四 十 九 条 の 三 十 ） 

第 四 節 の 二 十 八 時 分 割 ・ 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 広 帯 域

移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 無 線 局 の 無 線

設 備 （ 第 四 十 九 条 の 三 十 ） 

第 四 節 の 二 十 九 二 〇 〇 MH
z

帯 広 帯 域 移 動 無 線 通 信 を 行 う 無

線 局 の 無 線 設 備 （ 第 四 十 九 条 の 三 十 一 ） 

 

第 五 節 ～ 第 九 節 （ 略 ） 第 五 節 ～ 第 九 節 （ 同 上 ） 

第 五 章 （ 略 ） 第 五 章 （ 同 上 ） 

附 則 附 則 

  

（ 空 中 線 電 力 の 許 容 偏 差 ） （ 空 中 線 電 力 の 許 容 偏 差 ） 

第 十 四 条 空 中 線 電 力 の 許 容 偏 差 は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 送

信 設 備 の 区 分 に 従 い 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る と お り と

す る 。 

第 十 四 条 （ 同 上 ） 

送 信 設 備 許 容 偏 差 送 信 設 備 許 容 偏 差 
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上 限 （ パ ー

セ ン ト ） 

下 限 （ パ ー

セ ン ト ） 

一 ～ 五 （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 

六 次 に 掲 げ る 送 信 設 備 

(一
)

 一 七 〇 MH
z

を 超 え 四 七 〇 MH
z

以

下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 無

線 局 の 送 信 設 備 （ 第 四 十 九 条 の

三 十 一 に お い て 無 線 設 備 の 条 件

が 定 め ら れ て い る 無 線 局 の 送 信

設 備 に 限 る 。 ） 

(二
)

 四 七 〇 MH
z

を 超 え る 周 波 数 の

電 波 を 使 用 す る 無 線 局 の 送 信 設

備 （ 第 四 十 九 条 の 六 の 二 か ら 第

四 十 九 条 の 七 の 三 ま で 、 第 四 十

九 条 の 八 の 二 、 第 四 十 九 条 の 八

の 三 及 び 第 五 十 四 条 第 四 号 に お

い て 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ

て い る 無 線 局 並 び に 一 、 二 一 五

MH
z

を 超 え 二 、 六 九 〇 MH
z

以 下 の 周

波 数 の 角 度 変 調 の 電 波 を 使 用 す

る 単 一 通 信 路 の 陸 上 移 動 業 務 の

無 線 局 の 送 信 設 備 並 び に こ の 表

の 二 の 項 、 四 の 項 、 七 の 項 、 八

五 〇 五 〇 

上 限 （ パ ー

セ ン ト ） 

下 限 （ パ ー

セ ン ト ） 

一 ～ 五 （ 同 上 ） （ 同 上 ） （ 同 上 ） 

六 四 七 〇 MH
z

を 超 え る 周 波 数 の 電

波 を 使 用 す る 無 線 局 の 送 信 設 備

（ 第 四 十 九 条 の 六 の 二 か ら 第 四

十 九 条 の 七 の 三 ま で 、 第 四 十 九 条

の 八 の 二 、 第 四 十 九 条 の 八 の 三 及

び 第 五 十 四 条 第 四 号 に お い て 無

線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る

無 線 局 並 び に 一 、 二 一 五 MH
z

を 超

え 二 、 六 九 〇 MH
z

以 下 の 周 波 数 の

角 度 変 調 の 電 波 を 使 用 す る 単 一

通 信 路 の 陸 上 移 動 業 務 の 無 線 局

の 送 信 設 備 並 び に こ の 表 の 二 の

項 、 四 の 項 、 七 の 項 、 八 の 項 、 九

の 項 、 十 五 の 項 及 び 十 六 の 項 に 掲

げ る も の を 除 く 。 ） 

 

 

 

 

 

五 〇 五 〇 
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の 項 、 九 の 項 、 十 五 の 項 及 び 十

六 の 項 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） 

七 ～ 十 七 （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 
 

 

 

七 ～ 十 七 （ 同 上 ） （ 同 上 ） （ 同 上 ） 
 

２ ・ ３ （ 略 ） ２ ・ ３ （ 同 上 ） 

  

（ 副 次 的 に 発 す る 電 波 等 の 限 度 ） （ 副 次 的 に 発 す る 電 波 等 の 限 度 ） 

第 二 十 四 条 （ 略 ） 第 二 十 四 条 （ 同 上 ） 

２ ～ 2
0  （ 略 ） ２ ～ 2
0  （ 同 上 ） 

2
1  直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス

テ ム の 無 線 局 で あ つ て 、 送 信 空 中 線 の 絶 対 利 得 が 一 七 デ シ ベ

ル を 超 え る 基 地 局 、 送 信 空 中 線 の 絶 対 利 得 が 二 デ シ ベ ル を 超

え る 陸 上 移 動 局 及 び 基 地 局 に 対 す る 送 信 空 中 線 の 絶 対 利 得 が

二 デ シ ベ ル を 超 え る 陸 上 移 動 中 継 局 、 時 分 割 ・ 直 交 周 波 数 分

割 多 元 接 続 方 式 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 無 線 局 で

あ つ て 、 送 信 空 中 線 の 絶 対 利 得 が 一 二 デ シ ベ ル を 超 え る 基 地

局 、 送 信 空 中 線 の 絶 対 利 得 が 四 デ シ ベ ル を 超 え る 陸 上 移 動 局

及 び 基 地 局 に 対 す る 送 信 空 中 線 の 絶 対 利 得 が 四 デ シ ベ ル を 超

え る 陸 上 移 動 中 継 局 並 び に 二 〇 〇 MH
z

帯 広 帯 域 移 動 無 線 通 信

（ 施 行 規 則 第 四 条 の 四 第 二 項 第 三 号 に 規 定 す る 無 線 通 信 を い

う 。 以 下 同 じ 。 ） を 行 う 無 線 局 の 受 信 装 置 に つ い て は 、 第 一 項

の 規 定 に か か わ ら ず 、 そ れ ぞ れ 次 の 表 に 定 め る と お り と す る 。 

2
1  直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス

テ ム の 無 線 局 で あ つ て 、 送 信 空 中 線 の 絶 対 利 得 が 一 七 デ シ ベ

ル を 超 え る 基 地 局 、 送 信 空 中 線 の 絶 対 利 得 が 二 デ シ ベ ル を 超

え る 陸 上 移 動 局 及 び 基 地 局 に 対 す る 送 信 空 中 線 の 絶 対 利 得 が

二 デ シ ベ ル を 超 え る 陸 上 移 動 中 継 局 並 び に 時 分 割 ・ 直 交 周 波

数 分 割 多 元 接 続 方 式 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 無 線

局 で あ つ て 、 送 信 空 中 線 の 絶 対 利 得 が 一 二 デ シ ベ ル を 超 え る

基 地 局 、 送 信 空 中 線 の 絶 対 利 得 が 四 デ シ ベ ル を 超 え る 陸 上 移

動 局 及 び 基 地 局 に 対 す る 送 信 空 中 線 の 絶 対 利 得 が 四 デ シ ベ ル

を 超 え る 陸 上 移 動 中 継 局 の 受 信 装 置 に つ い て は 、 第 一 項 の 規

定 に か か わ ら ず 、 そ れ ぞ れ 次 の 表 に 定 め る と お り と す る 。 

周 波 数 帯 副 次 的 に 発 す る 電 波 の 限 度 

九 kH
z

以 上 一 五 〇 kH
z

未 満 （ 略 ） 

周 波 数 帯 副 次 的 に 発 す る 電 波 の 限 度 

九 kH
z

以 上 一 五 〇 kH
z

未 満 （ 同 上 ） 
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一 五 〇 kH
z

以 上 三 〇 MH
z

未 満 （ 略 ） 
三 〇 MH
z

以 上 一 、 〇 〇 〇 MH
z

未 満 （ 略 ） 

一 、 〇 〇 〇 MH
z

以 上 二 、 五 〇 五

MH
z

未 満 

（ 略 ） 

 

二 、 五 〇 五 MH
z

以 上 二 、 五 三 五

MH
z

未 満 

一 ・ 二 （ 略 ） 

三 二 〇 〇 MH
z

帯 広 帯 域 移 動

無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 

ア 陸 上 移 動 局 の 受 信 装 置 

 任 意 の 一 MH
z

の 帯 域 幅 に

お け る 平 均 電 力 が （ － ）

七 〇 デ シ ベ ル 以 下 の 値 
イ ア 以 外 の 無 線 局 の 受 信

装 置 

任 意 の 一 MH
z

の 帯 域 幅 に

お け る 平 均 電 力 が （ － ）

六 一 デ シ ベ ル 以 下 の 値 

二 、 五 三 五 MH
z

以 上 （ 略 ） 
 

一 五 〇 kH
z

以 上 三 〇 MH
z

未 満 （ 同 上 ） 

三 〇 MH
z

以 上 一 、 〇 〇 〇 MH
z

未 満 （ 同 上 ） 

一 、 〇 〇 〇 MH
z

以 上 二 、 五 〇 五

MH
z

未 満 

（ 同 上 ） 

 

二 、 五 〇 五 MH
z

以 上 二 、 五 三 五

MH
z

未 満 

一 ・ 二 （ 同 上 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二 、 五 三 五 MH
z

以 上 （ 同 上 ） 
 

2
2  （ 略 ） 2
2  （ 同 上 ） 

  

第 四 節 の 二 十 九 二 〇 〇 MH
z

帯 広 帯 域 移 動 無 線 通 信 を 行

う 無 線 局 の 無 線 設 備 

 

 （ 二 〇 〇 MH
z

帯 広 帯 域 移 動 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 の 無 線 設 備 ）  
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第 四 十 九 条 の 三 十 一 二 〇 〇 MH
z

帯 広 帯 域 移 動 無 線 通 信 を 行 う 基

地 局 若 し く は 陸 上 移 動 局 又 は 二 〇 〇 MH
z

帯 広 帯 域 移 動 無 線 通 信

設 備 の 試 験 の た め の 通 信 等 を 行 う 無 線 局 （ 二 〇 〇 MH
z

帯 広 帯 域

移 動 無 線 通 信 を 行 う 基 地 局 の 無 線 設 備 の 試 験 又 は 調 整 を す る

た め の 通 信 を 行 う 無 線 局 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 無 線 設 備 は 、

次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

 
一 通 信 方 式 は 、 基 地 局 か ら 陸 上 移 動 局 へ 送 信 を 行 う 場 合 に

あ つ て は 直 交 周 波 数 分 割 多 重 方 式 と 時 分 割 多 重 方 式 を 組 み

合 わ せ た 多 重 方 式 、 陸 上 移 動 局 か ら 基 地 局 へ 送 信 を 行 う 場

合 に あ つ て は 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 を 使 用 す る 時 分

割 複 信 方 式 で あ る こ と 。 

 

二 変 調 信 号 の 送 信 速 度 は 、 毎 秒 五 〇 〇 キ ロ ビ ッ ト 以 上 で あ

る こ と 。 

 

三 基 地 局 と 通 信 を 行 う 個 々 の 陸 上 移 動 局 の 送 信 装 置 が 自 動

的 に 識 別 さ れ る も の で あ る こ と 。 

 

２ 前 項 の 基 地 局 の 無 線 設 備 は 、 同 項 各 号 に 掲 げ る 条 件 の ほ か 、

次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

 

一 変 調 方 式 は 、 二 相 位 相 変 調 、 四 相 位 相 変 調 、 一 六 値 直 交

振 幅 変 調 又 は 六 四 値 直 交 振 幅 変 調 で あ る こ と 。 

 

二 送 信 装 置 の 空 中 線 電 力 は 、 二 〇 ワ ッ ト 以 下 で あ る こ と 。  

三 送 信 空 中 線 の 絶 対 利 得 は 、 一 〇 デ シ ベ ル 以 下 で あ る こ と 。

た だ し 、 そ の 実 効 輻 射 電 力 が 、 絶 対 利 得 一 〇 デ シ ベ ル の 空

中 線 に 二 〇 ワ ッ ト の 空 中 線 電 力 を 加 え た と き の 値 以 下 と な
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る 場 合 は 、 そ の 低 下 分 を 空 中 線 の 利 得 で 補 う こ と が で き る

も の と す る 。 
四 隣 接 チ ャ ネ ル 漏 え い 電 力 は 、 搬 送 波 の 周 波 数 か ら 五 MH
z

離

れ た 周 波 数 の （

±

MH
z

の 帯 域 内 に 輻 射 さ れ る 電 力 が

搬 送 波 電 力 よ り 三 〇 デ シ ベ ル 以 上 低 い 値 で あ り 、 か つ 、 搬

送 波 の 周 波 数 か ら 一 〇 MH
z

離 れ た 周 波 数 の （ MH
z

の

帯 域 内 に 輻 射 さ れ る 電 力 が 搬 送 波 電 力 よ り 五 〇 デ シ ベ ル 以

上 低 い 値 で あ る こ と 。 

 

３ 第 一 項 の 陸 上 移 動 局 の 無 線 設 備 は 、 同 項 各 号 に 掲 げ る 条 件

の ほ か 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

 

一 変 調 方 式 は 、 四 相 位 相 変 調 、 一 六 値 直 交 振 幅 変 調 又 は 六

四 値 直 交 振 幅 変 調 で あ る こ と 。 

 

二 送 信 装 置 の 空 中 線 電 力 は 、 五 ワ ッ ト 以 下 で あ る こ と 。  

三 送 信 空 中 線 の 絶 対 利 得 は 、 一 〇 デ シ ベ ル 以 下 で あ る こ と 。

た だ し 、 そ の 実 効 輻 射 電 力 が 、 絶 対 利 得 一 〇 デ シ ベ ル の 空

中 線 に 五 ワ ッ ト の 空 中 線 電 力 を 加 え た と き の 値 以 下 と な る

場 合 は 、 そ の 低 下 分 を 空 中 線 の 利 得 で 補 う こ と が で き る も

の と す る 。 

 

四 隣 接 チ ャ ネ ル 漏 え い 電 力 は 、 搬 送 波 の 周 波 数 か ら 五 MH
z

離

れ た 周 波 数 の （ MH
z

の 帯 域 内 に 輻 射 さ れ る 電 力 が

搬 送 波 電 力 よ り 二 一 デ シ ベ ル 以 上 低 い 値 で あ り 、 か つ 、 搬

送 波 の 周 波 数 か ら 一 〇 MH
z

離 れ た 周 波 数 の （ MH
z

の

帯 域 内 に 輻 射 さ れ る 電 力 が 搬 送 波 電 力 よ り 四 一 デ シ ベ ル 以
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上 低 い 値 で あ る こ と 。 
（ 簡 易 無 線 局 の 無 線 設 備 ） （ 簡 易 無 線 局 の 無 線 設 備 ） 

第 五 十 四 条 簡 易 無 線 局 の 無 線 設 備 は 、 次 の 各 号 の 区 別 に 従 い 、

そ れ ぞ れ に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

第 五 十 四 条 （ 同 上 ） 

一 ～ 四 （ 略 ） 一 ～ 四 （ 同 上 ） 

五 イ ・ ロ （ 略 ） 五 イ ・ ロ （ 同 上 ） 

ハ 無 線 チ ャ ネ ル は 、 単 位 チ ャ ネ ル （ 中 心 周 波 数 が 、 九 五

二 ・ 二 MH
z

以 上 九 五 六 ・ 二 MH
z

以 下 の 周 波 数 の う ち 九 五 二 ・

二 MH
z

又 は 九 五 二 ・ 二 MH
z

に 二 〇 〇 kH
z

の 整 数 倍 を 加 え た も の

で あ つ て 、 帯 域 幅 が 二 〇 〇 kH
z

の チ ャ ネ ル を い う 。 ヘ 並 び

に 別 表 第 二 号 第 5
6
及 び 別 表 第 三 号 2
4

(3
)

に お い て 同 じ 。 ）

を 一 又 は 二 以 上 同 時 に 使 用 す る も の で あ る こ と 。 

ハ 無 線 チ ャ ネ ル は 、 単 位 チ ャ ネ ル （ 中 心 周 波 数 が 、 九 五

二 ・ 二 MH
z

以 上 九 五 六 ・ 二 MH
z

以 下 の 周 波 数 の う ち 九 五 二 ・

二 MH
z

又 は 九 五 二 ・ 二 MH
z

に 二 〇 〇 kH
z

の 整 数 倍 を 加 え た も の

で あ つ て 、 帯 域 幅 が 二 〇 〇 kH
z

の チ ャ ネ ル を い う 。 ヘ 並 び

に 別 表 第 二 号 第 5
5
及 び 別 表 第 三 号 2
4

(3
)

に お い て 同 じ 。 ）

を 一 又 は 二 以 上 同 時 に 使 用 す る も の で あ る こ と 。 

ニ ～ ヘ （ 略 ） ニ ～ ヘ （ 同 上 ） 

九 ～ 十 三 （ 略 ） 九 ～ 十 三 （ 同 上 ） 

  

別表第一号（第５条関係） 別表第一号（第５条関係） 

 周波数の許容偏差の表  周波数の許容偏差の表 

周波数帯 無線局 周 波 数

の 許 容

偏差（Hz

又は kHz

を 付 し

た も の

周波数帯 無線局 周 波 数

の 許 容

偏差（Hz

又は kHz

を 付 し

た も の
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を除き、

百 万 分

率） 

１～５ （略） （略） （略） 

６ 100MHz を超

え 470MHz以下 

１ （略） 

２ 陸上局（注 18、20、22、

24） 

 (1)～(3) （略） 

 (4) その他の陸上局（注

44） 

  ア 100MHzを超え 142MHz

以下のもの及び

162.0375MHz を超え

235MHz 以下のもの（注

28、52） 

  イ～エ （略） 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

 

 

（略） 

 ３ 移動局（注 18、20、22、

24） 

 (1)・(2) （略） 

 (3) その他の移動局（注

44） 

  ア 100MHzを超え 142MHz

以下のもの及び

 

 

（略） 

（略） 

 

（略） 

 

を除き、

百 万 分

率） 

１～５ （同上） （同上） （同上） 

６ 100MHz を超

え 470MHz以下 

１ （同上） 

２ 陸上局（注 18、20、22、

24） 

 (1)～(3) （同上） 

 (4) その他の陸上局（注

44） 

  ア 100MHzを超え 142MHz

以下のもの及び

162.0375MHz を超え

235MHz 以下のもの（注

28） 

  イ～エ （同上） 

（同上） 

 

 

（同上） 

 

 

（同上） 

 

 

 

 

（同上） 

 ３ 移動局（注 18、20、22、

24） 

 (1)・(2) （同上） 

 (3) その他の移動局（注

44） 

  ア 100MHzを超え 142MHz

以下のもの及び

 

 

（同上） 

（同上） 

 

（同上） 
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162.0375MHz を超え

235MHz 以下のもの（注

28、52） 

  イ～エ （略） 

４～10 （略） 

 

 

 

（略） 

（略） 

７～９ （略） （略） （略） 
 

162.0375MHz を超え

235MHz 以下のもの（注

28） 

  イ～エ （同上） 

４～10 （同上） 

 

 

 

（同上） 

（同上） 

７～９ （同上） （同上） （同上） 
 

注１～51 （略） 注１～51 （同上） 

 52 200ＭＨｚ帯広帯域移動無線通信を行う無線局及び 200Ｍ

Ｈｚ帯広帯域移動無線通信設備の試験のための通信等を行

う無線局の送信装置に使用する電波の周波数の許容偏差

は、この表に規定する値にかかわらず、５（10-6）とする。 

 

 

別表第二号（第６条関係） 別表第二号（第６条関係） 

 第１～第 54 （略）  第１～第 54 （同上） 

第 55 Ｘ７Ｗ電波を使用するマルチメディア放送を行う放送

局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第１から第４

までの規定にかかわらず、次のとおりとする。 

１ デジタル放送の標準方式第３章の２第１節に規定する

放送を行うもの 

6,000／14×ｎ＋38.48kＨｚの小数点以下を切り上げた値 

第 55 Ｘ７Ｗ電波を使用するマルチメディア放送を行う放送

局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第１から第４

までの規定にかかわらず、次のとおりとする。 

１ デジタル放送の標準方式第３章の２第１節に規定する

放送を行うもの 

6,000／14×ｎ＋38.48kＨｚの小数点以下を切り上げた値 

ただし、ｎはデジタル放送の標準方式第 22 条の５第２

項のＯＦＤＭフレームに含まれるＯＦＤＭセグメントの

数とする。 

ただし、ｎはデジタル放送の標準方式第 22 条の５第２項

のＯＦＤＭフレームに含まれるＯＦＤＭセグメントの数と

する。 
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２ デジタル放送の標準方式第３章の２第２節に規定する

放送を行うもの 

デジタル放送の標準方式第 22条の 12第１項の周波数帯幅 

２ デジタル放送の標準方式第３章の２第２節に規定する

放送を行うもの 

デジタル放送の標準方式第 22 条の 12 第１項の周波数帯幅 

第 56 952ＭＨｚを超え 956.4ＭＨｚ以下の周波数の電波を使

用する簡易無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値

は、第１から第４までの規定にかかわらず、200n kＨｚと

する。 

第 55 952ＭＨｚを超え 956.4ＭＨｚ以下の周波数の電波を使

用する簡易無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値

は、第１から第４までの規定にかかわらず、200n kＨｚと

する。 

注 ｎは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チ

ャネルの数とする。 

注 ｎは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チ

ャネルの数とする。 

第 57 200ＭＨｚ帯広帯域移動無線通信を行う無線局及び 200

ＭＨｚ帯広帯域移動無線通信設備の試験のための通信等を

行う無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第１

から第４までの規定にかかわらず、4.9ＭＨｚとする。 

 

  

別表第三号（第７条関係） 別表第三号（第７条関係） 

 １～48 （略） 

 49 200ＭＨｚ帯広帯域移動無線通信を行う無線局及び 200Ｍ

Ｈｚ帯広帯域移動無線通信設備の試験のための通信等を行

う無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、２に規

定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。 

 １～48 （同上） 

 

 50 総務大臣は、特に必要があると認めるときは、１から 49

までの規定にかかわらず、その値を別に定めることができ

る。 

 49 総務大臣は、特に必要があると認めるときは、１から 48

までの規定にかかわらず、その値を別に定めることができ

る。 
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